
 

 

大 洲 市 教 育 委 員 会  ２ 月 定 例 会 会 議 録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

平成２９年２月２７日（月） 午後３時３０分 

大洲市役所本庁舎別館３階第１会議室 

 

２ 教育委員定数   ５人 

 

３ 出席委員 

委員長 叶 本   正 

委員長職務代理者 西 山 千 春 

委 員 山 内 光 郎 

委 員 東 山   宏 

教育長 二 宮 隆 久 

 

４ 会議に出席した公務員の職氏名 

教育部長 井 上   徹 

教育総務課長 久 保 明 敬 

学校教育指導監 菊 池 敏 彦 

生涯学習課長 森 岡 照 久 

文化スポーツ課長 森 野 啓 二 

学校給食センター所長 新 穗 哲 徳 

教育総務課長補佐 隅 田   充 

教育総務課主査 冨 永 佳緒里 

 

５ 傍聴人の数   ０人 

 

 

 

1



 

 

６ 開会宣言 

  委員長 

 

それでは、ただ今から、大洲市教育委員会「２月定例会」を開会いた

します。 

〔午後３時３０分開会〕 

７ 前回会議録の承認 

  委員長 

 

 

 

 

まず、「前回会議録の承認」についてお諮りいたします。去る、１月  

３０日開催の定例会の会議録につきましては、すでに事務局から各委

員に原案が提示されております。この原案に対しまして、質疑・意見

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 

 

特に、質疑・意見もありませんので、前回会議録につきましては、原

案のとおり承認することにいたします。 

８ 教育長一般報告 

  委員長 

 

次に、「教育長一般報告」に移ります。各所属長から順次報告をお願い

します。 

 〔各所属長、順次、「教育長一般報告」を行う。〕 

  委員長 ただ今の「教育長一般報告」について、質疑・意見等はありませんか。 

  山内委員 大洲城のケヤキについて、３本のうち１本切ったと新聞紙上で発表さ

れていましたが、今後、どのような計画で切っていくのですか。 

  文化スポーツ課長 今年度は、一番東側のケヤキを切っています。所管が都市整備課にな

りますので、そちらの判断になりますが、残りについては２９年度に

検討していくと聞いております。 

委員長 他に、ご意見はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 以上で、「教育長一般報告」を終わります。 

９ 議  事 

  委員長 それでは、これより議事に入ります。 

「第１号議案 平成２９年度大洲市教育委員会教育基本方針・主要施

策について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

   〔教育部長、「第１号議案」について説明する。〕 

  委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

  東山委員 

 

 

 

教育部長 

７ページの主要施策の中で、大洲藩主加藤家・中江藤樹大洲入り４０

０年顕彰事業がありますが、中江藤樹以外の、他の長浜、肱川、河辺

などで実績のある方の生誕１００年とか２００年とかの事業も、いず

れ、考えておられるのか伺います。 

来年度、４００年の節目ということで、加藤家と中江藤樹をクローズ
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アップさせていただいております。大洲藩という縛りで考えた時に、

一部宇和島藩とかございますが、大洲市地域全域を網羅すると考えて

おりますので、長浜、肱川、河辺地域で、そのような事例がありまし

たら、その都度、考えていきたいと思います。 

委員長 他に、ご意見はありませんか。 

東山委員 表記について、「ア」しかないものについては「ア」は要らないと思い

ます。８ページの下から５行目に、「家庭教育に関する学習機会の提供

や相談体制の強化」とありますが、「や」を使うと次に複数の何かがあ

った方が自然です。二項目であるなら「と」でよいと思います。 

  教育総務課長 ご指摘ありがとうございます。修正いたします。ただし、教育大綱に

かかる部分については、平成２９年度中に見直しを行いますので、そ

の際に、修正させていただきたいと思います。 

  委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第１号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

   〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第１号議案」は、原案のとおり決する

ことにいたしました。 

 次に、白滝小学校の統廃合に関する議案３件を一括して審議いたしま

す。「第２号議案 大洲市立小学校の廃止について」、「第３号議案 大

洲市立学校設置条例の一部改正について」及び「第４号議案 大洲市

立学校校区規則の一部改正について」事務局より説明をお願いします。 

   〔教育総務課長、「第２号議案」から「第４号議案」について説明

する。〕 

  委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 それでは、これより一括して採決いたします。 

「第２号」から「第４号」までの議案３件を原案のとおり決すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

   〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第２号」から「第４号」までの議案３

件は、原案のとおり決することにいたしました。 

 次に、「第５号議案 大洲市立幼稚園条例の一部改正について」を議題

といたします。事務局より説明をお願いします。 

   〔教育総務課長、「第５号議案」について説明する。〕 

  委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 
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   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第５号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

   〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第５号議案」は、原案のとおり決する

ことにいたしました。 

   次に、体育施設に関する議案２件を一括して審議いたします。「第６号

議案 大洲市体育施設条例の一部改正について」及び、「第７号議案 

大洲市体育施設条例施行規則の一部改正について」事務局より説明を

お願いします。 

 〔文化スポーツ課長、「第６号議案」及び「第７号議案」について

説明する。〕 

  委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 それでは、これより一括して採決いたします。 

「第６号議案」及び「第７号議案」を原案のとおり決することに賛成

の方は挙手をお願いします。 

   〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第６号議案」及び「第７号議案」は、

原案のとおり決することにいたしました。 

 次に、「第８号議案 平成２８年度大洲市一般会計予算のうち教育費に

係る３月補正予算について」を議題といたします。事務局より説明を

お願いします。 

 〔教育総務課長、「第８号議案」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第８号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

   〔挙手全員〕 

委員長 挙手全員であります。よって、「第８号議案」は、原案のとおり決する

ことにいたしました。 

 次に、「第９号議案 平成２９年度大洲市一般会計予算のうち教育費に

係る予算について」を議題といたします。事務局より説明をお願いし

ます。 
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 〔教育部長、以下続いて各所属長「第９号議案」について説明す

る。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

山内委員 ２６ページと２７ページにある郷土芸能保存会補助金について、郷土

芸能保存会はここに記載されているものだけなのでしょうか。合わせ

て、補助金の金額のバラツキの根拠についてお伺いします。 

文化スポーツ課長 県、市の無形及び無形民俗文化財について、その活動に対する補助金

として支出しております。金額のバラツキにつきましては、それぞれ

の保存会の活動の度合いが違いますので、活動の多い少ないによって、

金額に違いがあるものと思われます。 

山内委員 活動に対して申請をしないと補助金はいただけないのですか。 

教育部長 当初に補助金を出し始めた時の経緯は、おそらく平成１７年 1月の市

町村合併以前から続いているものであろうと推察いたします。そのよ

うな流れを含め、金額については、よほど大きな備品を買うとき以外

は増減は難しいと考えております。 

委員長 他にご意見はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第９号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願い

します。 

     〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第９号議案」は、原案のとおり決する

ことにいたしました。 

 次に、「第１０号議案 大洲市公立学校管理規則の一部改正について」

を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 〔教育総務課長、「第１０号議案」について説明する。続いて、学

校教育指導監、「小中一貫教育」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

東山委員 一貫教育の効果がしっかり表れてほしいと思うのですが、担当時数が

増えたり負担増となることはありませんか。 

学校教育指導監 現在、英語の乗り入れ学習を実施しております。平野中学校では英語

教員を２名配置していただいております。これは、小規模の平野中学

校としては多く配置していただいております。この教員を上手く活用

いたしまして、小学校により専門的な楽しい英語教育ができるような

形で取り組んでおりますので、現在のところ大幅な負担増にはなって

いない状況であります。 
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東山委員 いずれ科目を増やす予定はないですか。 

学校教育指導監 人事異動によって教員を増員して配置いただければ教科を増やそうと

いうことで考えております。 

委員長 他にご意見はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 それでは、これより採決いたします。 

「第１０号議案」を原案のとおり決することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

     〔挙手全員〕 

  委員長 挙手全員であります。よって、「第１０号議案」は、原案のとおり決す

ることにいたしました。 

   次に、「第１１号議案 平成２８年度学校評価について」を議題といた

します。事務局より説明をお願いします。 

 〔学校教育指導監、「第１１号議案」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

二宮教育長 ６ページと７ページに教職員と児童生徒と保護者のそれぞれの評価が

ありますが、一部大きく乖離しているところが見受けられます。何に

原因があるのかしっかり検証いただいて、良い方向に差が縮まるよう

に確認と方向付けを指導いただきたいと思っております。 

委員長 他にご意見はありませんか。 

東山委員 ６ページの大洲小と平小の生徒指導の教職員の評価が他の学校と比べ

て極端に低いので、何か想像される原因があれば教えていただきたい。 

  学校教育指導監 生徒指導上、難しいところがあり対応に困っているという実態がござ

いまして、そのあたりで職員の自己評価が下がっていると思われます。

職員は精一杯頑張っておりますが、人員が十分でない状態で対応して

いますのでこのような評価になったと考えております。 

東山委員 恐らく、目一杯頑張っているが、うまくいっていないから順調でない

という評価を付けたのであろうと想像されます。 

  委員長 本案は、「大洲市教育委員会事務委任規則」第２条第１項に規定する重

要事項として報告されたものであります。 

次に、「報告２ 平成２９年度公立小中学校学級編制」について、事務

局より説明をお願いします。 

   〔学校教育指導監、「報告２」について説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   白滝小学校は、教頭先生と養護の先生の両方は置いてもらえないので

すか。 
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学校教育指導監 現在、調整中をしているところです。 

  東山委員 児童数は何人になりますか。 

  学校教育指導監 １０人ちょうどです。 

  二宮教育長 地域からも強い要望をいただいておりますので、私からも県教委に対

して強く要望をしております。 

  委員長 以上で、報告事項を終わります。 

 次に、その他に移ります。各委員さん方、何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 次に、事務局はありませんか。 

   〔教育総務課長、「要望書」について説明する。〕 

  委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

委員長 他に、事務局はありませんか。 

 〔生涯学習課長、「家族の出番です」運営委員会設置要綱の制定に

ついて説明する。〕 

委員長 ただ今の、事務局の説明に対しまして、質疑・意見はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

  委員長 それでは次に、「３月定例会」の開催日程についてお諮りします。事務

局の原案がありましたら説明願います。 

   〔教育総務課長、「原案」について説明する。〕 

  委員長 ただ今、事務局より説明がありましたように、３月定例会については、

市の人事異動等の日程も踏まえて決定する必要がありますので、事務

局に一任したいと思います。また、臨時会の日程も同様といたします。

委員の皆さんよろしいでしょうか。 

   〔全委員、原案了承する。〕 

委員長 それでは、次回定例会の日程については、事務局より各委員に連絡を

お願いします。以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。事務

局より、発言の申し出がありますので許可します。 

 

委員長

西山職務代理者 

〔教育総務課長、「委員の異動」について報告する。〕 

  〔退任挨拶〕 

  〔お礼の言葉〕 

 

１０ 閉会宣言 

  委員長 以上で、本日の議事はすべて終了いたしましたので、これをもって本

日の定例会を閉会することにいたします。 

〔午後５時２５分 閉会〕 
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上記会議の顛末を記録して、その相違なきことを証するためここに署名する。 

 

 

     教 育 長 

 

 

教 育  長 

          職務代理者 

 

 

        委      員 

 

 

        委      員 

 

 

 

              上記、記 録 責 任 者 
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